
令和７年１０月１日開催教育委員会会議記録 
１ 開会・閉会等について 

開催日 令和 7 年 10 月 1 日（水） 

場  所 教育委員会室 

開  会 午前 10 時 00 分 

閉  会 午前 10 時 14 分 

 出席委員    
 教   育   長  加 藤  裕 之  

 委       員  岸 田  玲 子  

 委       員  岡 田  卓 巳  

 委       員  小 山  勉  

 委       員  木 ノ 内 建 造  
 説明のために出席した職員    

 教育委員会事務局次長  岩 瀬  均  

 庶 務 課 長  塩 澤  満  

 学 務 課 長  北 野  亘  

 指 導 室 長  石 坂  泰  

 すみだ教育研究所長   土 井  翔 太  

 地 域 教 育 支 援 課 長   戸 村 健 太 郎  

 ひ き ふ ね 図 書 館 長   石 井  邦 惠  

 教 育 セ ン タ ー 所 長   指導室長 石坂 泰 兼務  

 教育委員会事務局副参事   山 﨑  紀 之  

 
２ 議題について 
（１）墨田区教育委員会教育長職務代理者の指名 
（２）委員の議席 
（３）議決事項 
   上程事項なし 

（４）報告事項 

第１ 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則外２件の一部改正

について 
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   第２ 教育委員会からのメッセージについて 

   第３ 令和７年度墨田区地域学校協働活動推進員の委嘱について 

   第４ 「秋のわんぱくフェスティバル」開催に伴う押上公園わんぱく広場及びすみだわん

ぱく砦の開園時間の変更等について 

 

３ 会議の概要について 
○教育長 教育委員会の開会に先立ち、ご報告いたします。岸田委員は、９月３０日付けで任期

満了となりましたが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、同日に開会された

区議会本会議において、区長から任命同意の提案があり、議会の同意を得て、本日付けで教育

委員に再任されました。ここで、岸田委員にご挨拶をいただきたいと思います。 

○岸田委員 教育委員の仕事は関われば関わるほど、疑問や知らなかったことが出てきます。ま

たいろいろと質問すると思いますが、４年間頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 

○教育長 それでは、本日の教育委員会を開会いたします。本日の会議録署名人は、岡田委員に

お願いします。 

 

日程第１ 

「墨田区教育委員会教育長職務代理者の指名」 

○教育長 日程第１「墨田区教育委員会教育長職務代理者の指名」ですが、墨田区教育委員会教

育長の職務代理に関する規則第２条に基づき、「教育長に事故があるとき、又は教育長が欠け

たときは、あらかじめ教育長の指名する教育委員がその職務を行う。」ことになっています。

この教育長職務代理者について、私としては引き続き岸田委員にお願いしたいと思いますが、

岸田委員、いかがでしょうか。 

○岸田委員 承知しました。よろしくお願いいたします。 

○教育長 それでは、教育長職務代理者は岸田委員にお願いいたします。 

 

日程第２ 

「委員の議席」 

○教育長 続いて、日程第２「委員の議席」についてお諮りします。委員の議席は、墨田区教育

委員会会議規則第５条に基づき、委員との協議の上、教育長が定めることになっています。議

席はただいまご着席いただいているとおりでよろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○教育長 それでは、議席はただいまご着席のとおりと決定いたします。 

 

報告事項第１・・・資料番号【資料1-1～1-16】 

「幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則外２件の一部改正について」、

庶務課長が資料のとおり説明する。 

○教育長 ただいまの説明について、何かご質問はございますか。 
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 （質疑なし） 

○教育長 この報告は、墨田区教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第３条に基

づく教育長の臨時代理による処理の報告ですので、委員会としての承認が必要となります。承

認してよろしいでしょうか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○教育長 それでは、報告のとおり承認することにします。 

 

報告事項第２・・・資料番号【資料2-1～2-4】 

「教育委員会からのメッセージについて」、すみだ教育研究所長が資料のとおり説明する。 

○教育長 ただいまの報告について、何かご質疑はございますか。このメッセージは毎年出して

いますね。 

○すみだ教育研究所長 はい、毎年後期が始まるときに出しています。 

○教育長 昨年の内容から特に変えたところはありますか。 

○すみだ教育研究所長 大幅に変えているところはありません。基本的な内容は同じです。 

○教育長 教職員に向けたメッセージもあまり変えていませんか。 

○すみだ教育研究所長 大きく変えたところはありません。 

○教育長 毎年同じ内容だと読まれなくなってしまうので、来年に向けて検討してください。ほ

かにございますか。 

 （質疑なし） 

 

報告事項第３・・・資料番号【資料3-1】 

「令和７年度墨田区地域学校協働活動推進員の委嘱について」、地域教育支援課長が資料のと

おり説明する。 

○教育長 ただいまの説明について、何かご質疑はございますか。 

○岸田委員 両国倶楽部理事長という方がいらっしゃいますが、これは同窓会のような組織です

か。 

○地域教育支援課長 両国倶楽部は同窓会ではなく、スポーツ推進のための団体です。両国中学

校を拠点に、地域の方のスポーツ推進のために活動している団体の代表の方です。 

○教育長 ほかにございますか。 

 （質疑なし） 

 

報告事項第４・・・資料番号【資料4-1】 

「「秋のわんぱくフェスティバル」開催に伴う押上公園わんぱく広場及びすみだわんぱく砦の

開園時間の変更等について」、地域教育支援課長が資料のとおり説明する。 

○教育長 ただいまの説明について、何かご質疑はございますか。 

 （質疑なし） 

○教育長 この報告は、墨田区教育委員会の権限に属する事務の委任等の関する規則第３条に基

づく教育長の臨時代理による処理の報告ですので、委員会としての承認が必要となります。承

認してよろしいでしょうか。 
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 （「異議なし」の声あり） 

○教育長 それでは、報告のとおり承認することにします。 

 

○教育長 以上で本日の議事は全て終了しましたが、そのほかに委員の皆さん、または事務局か

ら何かございますか。 

 （質疑なし） 

○教育長 ほかになければ、これで教育委員会は閉会します。 
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